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 日本小児科学会の定める利益相反に関する 

 開示事項はありません 
 

 



在宅医療とは何か？ 

 

 

 

 1970～1980年代  

 高度医療依存による退院困難・疼痛緩和困難な症例の終末期医療への反省 

 生きる尊厳への回帰を象徴するホスピスの運動 

 病院の医師主導で在宅医療が始まる 

 対象：治療での病状の改善が見込めない・重い障害を有する・治癒不能の患者  

 目的：本人の希望を尊重し、自宅での生活を実現する継続的な医療の支援 

 ↓ 

 対象の広がり 

 様々な障害により通院困難となった人々への継続診療 

 高齢者・予後不良の疾患の方の「最期の療養場所としての自宅」への意識（ニーズ）
の高まり 

 ↓ 

 在宅療養支援診療所へのニーズ→診療報酬の整備 

 

 2006年  

 「在宅療養支援診療所」 

 24時間にわたり往診および訪問看護を行う能力を単体または連携により有する診療所 

 「機能を強化した在宅療養支援診療所」 

 診療所内の複数医師または、複数の診療所の医師が協同して24時間対応を行う 

 在宅医療を支援する「後方支援病院への重点」 

 

 

 根治を目指す医療から、根治できぬ疾病・障害を支える生
活に根差した（QOL尊重）の医療・福祉への転換 

 

 医療・福祉の生活支援を受けるための環境 

 本人が医療や福祉の生活支援を受けるために自由に移動ができ
ない（孤立化） 

 医療のアウトリーチの必要性：在宅医療資源↑ 

 生きにくさを医療と福祉の両面から支える 

  （⇔退院困難・通院困難・入院困難・療養困難） 

 

 疾病や障害を抱えながら生活をするための資源 

 介護者一人で賄いきれない重度の障害：医療・福祉の両面でサ
ポート・介護破綻をさせない療養支援 

 本人や介護者を支える様々な助けを借りるための手段がない：
アウトリーチで社会資源へ繋げる：ケアマネージャー・ＳＷの
必要性↑ 

 多面的な課題への多職種での支援の必要性 

 

 健常を喪失した深い悲嘆と孤立化 

 悲嘆からの希望の一歩（リジリエンス）を支える緩和ケアの重
要性（寄り添う資源） 

 様々なホスピス機能（悲嘆からの希望の一歩を支える環境心
理）を持つ資源の重要性 

 自己実現へのニーズと悲嘆へのニーズの二つを留意 

 小児では発育へのニーズと悲嘆へのニーズに留意 

    (Danai Papadatou ) 

 



医療を取り巻く環境の変化 

 根治を目指す医療から、根治できぬ疾病・障害を支える生活に根差した（QOL
尊重）の医療・福祉への転換 

 

 医療・福祉の生活支援を受けるための環境が整わない 

 本人が医療や福祉の生活支援を受けるために自由に移動ができない（孤立化） 

 医療のアウトリーチの必要性：在宅医療資源↑ 

 退院困難・通院困難・入院困難・生活困難を、医療と福祉の両面から支える 

 

 疾病や障害を抱えながら生活をするための資源がない 

 介護者一人で賄いきれない重度の障害：医療・福祉の両面でサポート・介護破綻をさ
せない療養支援 

 本人や介護者を支える様々な助けを借りるための手段がない：アウトリーチで社会資
源へ繋げる：ケアマネージャー・ＳＷの必要性↑ 

 

 健常を喪失した深い悲嘆と孤立化 

 悲嘆からの希望の一歩（リジリエンス）を支える緩和ケアの重要性（寄り添う資源） 

 様々なホスピス機能（悲嘆からの希望の一歩を支える環境心理）を持つ資源の重要性 

 

 治癒不能・重い障害・終末期・医療
依存度の高い患者と家族の生活の場
所で医療と福祉の両面から支援を行
うことで療養を支援 

 

 孤立化に手を差し伸べ、健常の喪失
の悲嘆からの希望の再生の一歩（リ
ジリエンス）を支援（緩和的意義） 

 



小児の在宅医療 

 背景：少子化 

 高度救命医療による死亡率の減少 

 NICU 満床問題 

 重度の障害を有する児 

 高度医療依存児（医療的ケア児）の増加 

 重症心身障害児者（大島の分類） 

 超重症児スコア 
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重症心身障害児 大島の分類 

 

２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ７０ 

２０ １３ １４ １５ １６ ５０ 

１９ １２ ７ ８ ９ ３５ 

１８ １１ ６ ３ ４ ２０ 

１７ １０ ５ ２ １ ０ 

走れる 歩ける 歩行障害 座れる 寝たきり IQ 

１，２，３，４
の範囲が重症心
身障がい児 

５，６，７，８
は周辺児と呼ば
れる 

・重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態。 

 医学的診断名では無く、児童福祉の行政上の措置を行うための定義 

・現在も障害福祉制度の基盤の考え方 
 



超重症心身障害児：以下の超重症児スコアで判定 

• 大島分類に医療ケアを加味 
• ADLは座位まで（立てれば適応外） 

●医学的管理下に置かなければ、呼吸をすることも栄養を  

 摂ることも困難な障害状態にある児で以下のスコア25点 

 以上。準超重症児は10点以上 

●呼吸管理 
レスピレーター(10) 気管内挿管、気管切開(8) 鼻咽頭エアウエイ(8) 酸
素吸入(5)1時間1回以上の吸引(8) 1日6回以上の吸引(3) ネブライザーの
6回/日以上または常時使用(3)  

●食事機能 
IVH(10) 経口全介助(3) 経管（経鼻、胃瘻）(5) 腸瘻(8) 腸瘻・腸管栄
養時に注入ポンプ(3) 

●他の項目  

継続する透析(10) 定期導尿、人工肛門(5) 体位交換1日6回以上(3) 過緊
張で発汗し更衣と姿勢修正3回/日以上(3) 



大島分類、超重症児スコア、歩けて話せる医療的ケア児概念図 

医療ケア 

超重症児 
（超重症心身障害児） 

歩けるし、話せるが 
医療ケアが重い 
子どもたち 

身体障害 
（歩けない） 

知的障害 
（話せない） 

大島分類の 
重症心身障害児 

現在の障害 
福祉制度の 
枠組み 





長期入院児は 

新生児仮死は減少 

先天性心疾患が増多 



約半数の在宅医が 

小児の受け入れ困難と 

回答 



在宅訪問診療の数は増多 

小児は伸びていない 



小児は他の年齢と比して 

突出して医療依存度が高い 



呼吸管理と栄養管理の 

率が高い 





小児在宅医療の医療・福祉の鳥瞰図 

 重症心身障害児（者）への複合的な支援 

 医療・福祉・教育・社会資源の育成整備 

 多重的な法律による様々な支援とアクセ
スのポイント 

 

 多資源介入に対する療養の鳥瞰図を把握し
づらくなる 

 

 療養資源が変化する（学校の入学・卒業・
就労・通所・支援の根拠となる法律の変
更） 

 

 高度医療依存による行政サービスや施設資
源へのアクセスの困難さへのアウトリーチ
が課題↑（訪問資源の重要性↑） 



□在宅医療  

訪問診療 

訪問看護 

訪問リハビリテーション 

訪問薬剤指導 

歯科訪問診療 

在宅患者訪問栄養食事指導 

急性期の二次治療入院病院 

□発育支援・教育支援 

 
児童発達支援（通所型） 

放課後デイサービス 

特別支援学校 通学・訪問 

 
保育課 一時保育 

保育園 

幼稚園 

小中学校 

学童保育 

□療養を支える入院医療機関 

周産期センター 

高次機能病院・小児専門病院 

→専門医療・検査入院 

 急性増悪時の専門治療 

地域中核病院 

→急性期治療・レスパイト 

医療型療育病院 

→リハビリテーション・ 

 ショートステイ・短期入所 

□生活支援 

居宅介護（ホームヘルプ
サービス） 

身体介護 

生活介護 

移動支援 

訪問入浴サービス 

  

  



小児の在宅診療に 

関わる診療報酬↑ 



 

多職種連携への 

診療報酬↑ 



 在宅医療の基本診療報酬 

   定期的な訪問診療と病診連携による在宅時医学総合管理が基本の診療報酬 

 医療行為に必要な材料供給については各指導管理料と材料加算で供給 

 各指導管理料は最も主たるものをとる 

 在宅療養指導管理料は重複しなければ従たる医療機関でも算定可能 

 材料加算は複数を算定可能 

 



 医療行為に必要な材料供
給については各指導管理
料と材料加算で供給 

 
各指導管理料は最も主た
るものをとる 

 
在宅療養指導管理料は重
複しなければ従たる医療
機関でも算定可能 

 
材料加算は複数を算定可
能 



病診連携：退院支援の重点化 

 



 退院支援加算 

 退院困難な症例について早期の抽出
と退院調整を行うことに配慮 



多職種連携の強化 

  



 在宅療養後方支援病院 

 共同に診療ができるよう配慮 

 入院の際の報酬の加算 



表 多職種で連携するための仕組み 

算定項目 必ず参加が必要な職種 参加すると加算が認められる職種 

B004 退院時共同指導料１ 
入院施設の医師または看護師 
退院後に在宅医療を担う診療所等 
 の医師または看護師 

以下のうち３者以上 
 退院後に在宅医療を担う診療所等 
  の医師または看護師 
 歯科医師または歯科衛生士 
 保険薬局の薬剤師 
 訪問看護ステーションの正看護師 
 居宅介護施設等の介護支援専門員 

B005 退院時共同指導料２ 同上 同上 

A246 退院支援加算３ 
病棟および退院支援部門の看護師 
社会福祉士 

C100 退院前在宅療養指導管理料 

C012 在宅患者共同診療料 在宅療養後方支援病院 

C011 在宅患者緊急時等 
          カンファランス料 

在宅医療を担う診療所等の医師 
以下のうち１者以上 
 歯科医師または歯科衛生士 
 薬剤師 
 訪問看護ステーションの看護師 
 居宅介護施設等の介護支援専門員 

C013 在宅患者訪問褥瘡管理指導料 
在宅医療を担う診療所等 
  の医師、管理栄養士、看護師 
連携する他の医療機関の看護師 



診療報酬からみた小児在宅の流れ 



診療報酬からみた小児在宅医療の流れ 
 高度医療依存による医療福祉社会資源からの孤立を克服し社会

化を支援する 

 

 ①在宅資源によるアウトリーチと在宅療養支援 

 診療所の在宅医療提供に対する診療報酬加算 

 訪問看護ステーションの小児への提供の診療報酬的支援 

 訪問看護ステーションの他施設との連携推進 

 ②在宅療養後方支援病院を含む病院との連携 

 ③発育へのニーズにこたえる：療育資源（障害医療・障害福
祉・発育支援の資源との連携 

 

 医療面 

 在宅資源により高度の医療依存でもプライマリーに対応する医
療体制を構築 

    ＋  

 地域の二次医療機関（在宅療養後方支援病院）・時に重症化す
る児への三次医療機関との病診連携 

 

小児で呼吸管理を病診連携で行う診療所の在宅療養指導管理料の算定 

在宅療養後方支援病院 

在宅患者共同診療料 

喀痰吸引指示料等への対象に学校を追加 

訪問看護情報提供療養費２ 

15歳未満の特定疾患への長時間訪問看護加算（週3日まで） 

乳幼児への訪問看護の評価の点数アップ 

 

学校への訪問看護からの情報提供を算定 

小児科療養指導料 

医療的ケア児加算 

より小児の実情に沿った退院支援加算の対象拡大  

 虐待および疑い 

 生活困窮 

 養育を十分に提供できない 

入退院支援加算が小児に適応 

 相談支援専門員の連携回数追加 

 小児病棟が算定条項の一つに 

 小児加算が追加 

平成26年度改定 平成30年度改定 



診療報酬からみた小児在宅医療への重点の流れ 

 療育面 

 在宅での療養から段階的に地域資源へつなげていき社会参
加を促す 

 療育資源へのアクセス 

 地域の発達支援のための地域資源への参加 

 教育機関との連携 

 強い介護負担・養育の行き詰まりへのレスパイトの配慮 

 

 緩和的側面：健常の喪失に伴う悲嘆・家族の育成の支援 

 社会的困難による療育破綻リスクへの配慮（虐待および疑
い・養育困難・生活困窮） 

 健常の喪失に対する悲嘆からの児と家族の一歩を支える：
在宅資源の緩和的関わり 
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学校への訪問看護からの情報提供を算定 

小児科療養指導料 

医療的ケア児加算 

より小児の実情に沿った退院支援加算の対象拡大  

 虐待および疑い 

 生活困窮 

 養育を十分に提供できない 

入退院支援加算が小児に適応 

 相談支援専門員の連携回数追加 

 小児病棟が算定条項の一つに 

 小児加算が追加 

平成26年度改定 平成30年度改定 



小児在宅に対する診療報酬のまとめ 

 在宅医療への小児への配慮 

 在宅医療機関の算定で看取りと超重症児の件数が同等に
配慮 

 小児への加算の充実 

 

 専門性の高い小児の医療依存の高い重症児の病診連携 

 退院支援 

 入院加算 

 

 小児在宅医療をプライマリーで行う在宅医療への支援 

 指導管理料の拡充 

 併診における指導管理料の算定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 多職種連携 

 医療から福祉にまたがる地域資源
との連携 

 他職種（教育）への診療情報の提
供・指導料 

 

 養育困難・生活困窮・虐待（疑
い）症例への配慮 

 

 

 

 



 在宅医療 

 治癒不能・重い障害・終末期・医療依存度の高い
患者と家族 

 の生活の場所で医療を提供することで療養を支援 

 孤立化に手を差し伸べ、健常の喪失の悲嘆からの
希望の再生の一歩（リジリエンス）を支援 

 （緩和的意義） 

 

 小児在宅医療 

 高度医療依存がもたらす重度の介護負担・生活困
難を多分野の職種が連携してサポート 

 生活支援（ヘルパー）：身体介護・生活介護 

 医療支援（訪問診療（医科・歯科）・訪問看護・訪
問リハ・訪問薬局） 

 高い医療および介護疲労と精神的な煮詰まりのレス
パイトとしての入院（入所）施設 

 社会参加・発育支援としての通園通所施設・および
教育資源 

 高度医療依存の児は病診連携が不可欠 

 高度救命センター 

 後方支援病院の不可欠 

 レスパイト資源の重要性 

 

 環境変化によるストレスに対する医療的ケアの
習熟支援 

 段階的に社会参加へエンパワメント 

 患児の健常の喪失が齎す両親の深い悲嘆と発育
支援への緩和的ニーズ 

 早期在宅移行による父性母性の育成支援（母子
愛着支援を含む） 

 養育困難・虐待疑い・生活困窮に配慮 

 重複障害のもたらす障害に対する早期発育支援
への架け橋 

→療育資源への早期の架け橋 

 社会参加・発育の場所としての教育・福祉・社
会資源へどの子もアクセスできる体制づくり 

 

 地域共生社会への架け橋 

 地域包括ケアの生活困難全般への拡充（障害児
者・医療ケア児（者）） 

 社会資源の育成・参画 

 

 




